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緑の広域計画策定に向けて

兵庫県 まちづくり部 公園緑地課
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項 目 記載イメージ

第１章 はじめに
対象区域、計画期間、「緑」の概念、
計画の位置付け、地域区分の設定 など

第２章 ひょうごの緑
県の自然的社会的概況、緑被状況、公園緑地の
状況、緑を取り巻く社会的潮流 など

第３章 緑の保全創出に関する目標 将来目標、基本理念、目標値 など

第４章 緑の配置方針
県の特性を踏まえた緑地（水辺含む）の骨格的
配置方針（地域別も検討）

第５章
緑の保全・創出に関する取組
方針と施策

目標達成に向けた取組方針、県民、民間事業者、
行政など多様な主体による施策 など

第６章 県立都市公園の整備・管理 県立都市公園における整備・管理の方針
※「県立都市公園の整備・管理運営基本計画」を反映

第７章 地域別 緑の特性と取組方針 各地域における緑の特性と取組方針

第８章 計画の推進体制
計画の着実に推進するため体制（PDCAサイク
ル活用、見直し年度 など）

01計画の構成イメージ案

◆ 本計画は、兵庫県全土を見据えた広域的なネットワークを視野に入れた
ものとするほか、森林や農地、里山の保全について配慮する計画とする。
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02「ひょうご花緑創造プラン」の広域計画との一本化に向けた
まちづくり審議会(花緑検討小委員会)での協議について

■ 「ひょうご花緑創造プラン」の「緑の広域計画」への移行についての考え方

＜協議内容の要素について反映する予定＞

 「ひょうご花緑創造プラン」と「緑
の広域計画」は、法的位置付けや性

格が異なる部分があるが、緑地割合

の目標や緑地保全・緑化推進に関す

る施策などにおいて関連・重複する

部分もあることから、県民や市町に

とっての分かりやすさも考慮し、計

画を一本化

ひょうご花緑創造プラン 緑の広域計画

根拠等 －（任意計画） 都市緑地法第３条の３（法定計画）

対象区域 県全域 主として都市計画区域

内容
・
性格

〇県民、民間企業、行政など、
多様な主体によって花と緑に
よるまちづくりを推進するめ
ための理念、目標、施策等を
定める。

〇主として県民等に向けた行動
指針としての性格が強い。

〇法では概ね以下の事項を定めることとされている。
・緑地保全・緑化の目標
・緑地保全・緑化推進の方針に関する事項
・緑地保全・緑化推進のための施策に関する事項
・県立都市公園の整備及び管理に関する事項
・緑地保全地域内における行為の規制、基準等
・特別緑地保全地区内における土地の買入れ及び

買い入れた土地の管理に関する事項 等

〇緑地の配置の方針等の概念や、緑地保全に関する
規制など、都市計画的な性格が含まれる。

（参考）緑に関する計画 策定の経過

ひょうご花緑創造プラン
＜H28.6改定＞

ひょうご花緑創造プラン
＜H19.7策定＞

県立都市公園の整備・管理運営基本計画
＜H28.6策定＞→＜R8.3改定＞

兵庫県広域緑地計画※
＜H8.3策定＞

県立都市公園の整備・管理運営の基本方針
＜H18.3策定＞

※ 兵庫県広域緑地計画… 
建設省（当時）の通達に基づき、平成８年３月に策定。一つの市

町の範囲を越えた広域的な視点で、都市公園等の緑地整備、市街地
の緑地保全に関する施策や目標を示した計画。平成28年度に花緑プ
ランを改定した際、広域緑地計画の要素を一部に盛り込んでいる。

県立都市公園に関する部分広域的視点からの緑地
のあり方に関する部分

緑の広域計画

緑の広域計画（R9策定予定）に花緑創造プラン
の要素を盛り込み、計画を一本化
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■ 計画の対象区域

【参考】「ひょうご花緑創造プラン」の広域計画との一本化に
向けたまちづくり審議会(花緑検討小委員会)での先行検討案

■ 計画の期間

■ 計画における緑の概念

広域計画の対象区域は県全域とする。

令和9年度（2027年度）～令和18年度（2036年度）の10年間とする。

※社会情勢の変化への対応や、計画の推進状況の確認等を行うため、中間時期   
に検証を行い、必要に応じて計画を見直し

広域計画における「緑」は、樹木や草花などの植物で構成される森林、里山、草地、農地、

公園、宅地等における緑地のほか、水辺（河川、ため池、海辺等）等のオープンスペースを

含む広い概念とする。

※ひょうご花緑創造プランにおける「花と緑」の概念を基本的に踏襲
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■ 緑の機能・効果

緑の多様な機能・効果は、様々社会課題の解決に貢献することが期待されている。

二酸化炭素の吸収・
炭素の蓄積

生活環境の改善

熱環境の改善

農作物等の生産

水源涵養

生物多様性の保全・再生

雨水の貯留・浸透

土砂の流出防止

火災時の延焼防止

避難場所・避難路の確保

健康の増進

景観の形成

コミュニティ形成・交流

子育て・教育環境の向上

地域の活性化・資産価値向上

防災・減災
への貢献

地域社会
への貢献

環境へ
の貢献

【参考】「ひょうご花緑創造プラン」の広域計画との一本化に
向けたまちづくり審議会(花緑検討小委員会)での先行検討案
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■ 計画の目標
国の基本方針に基づきつつ、県の関連計画（まちづくり基本方針、ひょうご都市計画基本方

針）との整合を図るため、「持続・循環」、「安全・安心」、「魅力・活力」をキーワードに3つの目

標（目指すべきまちの将来像）を設定

緑を活かした
持続・循環するまち

緑を活かした
安全・安心なまち

緑を活かした
魅力・活力
あふれるまち

国の基本方針

環境への負荷が小さい
カーボンニュートラル都市

人と自然が共生する
ネイチャーポジティブを

実現した都市

Well-being が実感できる
水と緑豊かな都市

広域計画 目標案

魅力・挑戦

まちづくり基本方針

持続・循環

安全・安心

目指すべき都市づくりの方向性

ひょうご都市計画基本方針

Ⅰ 持続可能な魅力と活力あふれる
都市づくり

Ⅱ 誰もが安全・安心に暮らせる
都市づくり

Ⅲ 環境と共生する都市づくり
Ⅳ 連携と共創

県全体のまちづくりにおいて
重要となる3つのテーマ

基本方針では、広域計画において、以
下の３つの都市の実現に向けた取組及
び関連指標等を位置付けることを促す

人と自然が共生し、環境への負
荷が小さく、Well-beingが実感

できる緑豊かな都市

全
体
目
標

個
別
目
標

県の関連計画

【参考】「ひょうご花緑創造プラン」の広域計画との一本化に
向けたまちづくり審議会(花緑検討小委員会)での先行検討案
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■ 評価指標

・目標の達成状況を総合的に評価するための指標を複数設定

・目標年度は計画の最終年度（令和18年度）を基本とする

《現行の花緑創造プランから引き続き指標とするもの》

《新たに指標として検討するもの》

目標の達成状況を確認する指標 現況値 目標値 視点

緑のある空間※1を日常的に利用※2する人の割合
37.7％
（R6）

40％
（R18）

緑との触れ合い、効果を享受する人を増やす

花緑活動※3に取り組んでいる人の割合
20.8％
（R6）

25％
（R18）

緑によるまちづくりの担い手を増やす

陸域における自然環境の保全割合※4
22.5％
（R5）

30％
（R12）

生物多様性の損失を食い止め、健全な生態系を保

全する

目標の達成状況を確認する指標 現況値 目標値 視点

身近な緑に満足する人の割合
71.2％
（R6）

75％
（R18）

暮らしの中で接する緑（量・質）に満足する人を

増やす

市街地※1における緑地の割合※3
28.8％
（R5）

現状維持（R18）
30％（長期目標） ※2

まちなかに緑を確保する

人口集中地区における緑地の割合※3
24.8％
（R5）

25.5％
（R18）

【参考】「ひょうご花緑創造プラン」の広域計画との一本化に
向けたまちづくり審議会(花緑検討小委員会)での先行検討案
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07策定の進め方

緑の広域計画素案の作成

緑の現状把握と課題の整理

緑被率調査

課題整理

兵庫県緑の現状把握

第1回緑の広域計画検討小委員会(R8.6）
県民意向
の把握

パブコメの
実施

第２回緑の広域計画検討小委員会(R8.10予定）

将来像・目標指標

計画の骨子

緑の配置方針
緑の保全・創出に関する取組方針と施策

県立都市公園の整備・管理

地域別 緑の特性と取組方針

計画の推進体制 第３回緑の広域計画検討小委員会(R8.12予定）
第１回まちづくり審議会(R8.12予定）

緑の広域計画案の作成

緑の広域計画の作成・概要版の作成

第４回緑の広域計画検討小委員会(R9.2予定）
第２回まちづくり審議会(R9.2予定）

第５回緑の広域計画検討小委員会(R9.3予定）
第３回まちづくり審議会(R9.３予定）

市町村・地域
へのヒアリング
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08県民意向の把握

調査の目的

◼緑の広域計画の策定に当たり、県民の緑への関心や緑化活動状況および今後の

兵庫県の緑に対する意向等を把握し、計画に反映させることを目的とする。

調査手法

◼WEBモニターを活用した調査を実施する。

◼対象２，０００人（地域別人口に応じて配分）

調査項目

1.お住いの地域におけるの緑の満足度

2.お住いの地域の公園について

3. 緑に接する機会について（頻度、目的）

4.期待する緑の役割や効果

5.緑について問題と感じること

6.県における緑の取り組み知名度

7. 重要と思う緑（①お住いの地域、②お住いの市町、③兵庫県）
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